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令和３年第５回平川市教育委員会会議録（概要） 

 

 

 

１．開催日時   令和３年５月２５日（火）午後１時２７分 

 

２．閉会日時   令和３年５月２５日（火）午後２時１６分 

 

３．場 所   平川市尾上分庁舎 庁議室  

 

４．出 席 者   （教 育 長）須々田孝聖 

（１番委員）加藤恒有（２番委員）中嶋静賢 

（４番委員）葛西万博（５番委員）工藤甚三  

       

５．欠 席 者   （３番委員）駒井優子 

 

６．署 名 者   （１番委員）加藤恒有（５番委員）工藤甚三 

  

７．説 明 者   三上事務局長、田中学校教育課長、工藤指導課長、 

加藤生涯学習課長、髙阪スポーツ課長兼学校給食センター所

長 

 

８．会議録作成者 葛西学校教育課長補佐、工藤学校教育課主事 

 

９．議事 

（１）臨時代理の報告 

   報告第１１号 社会教育委員の委嘱について 

    

（２）議案 

   議案第１４号 平川市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

 

１０．各課からの報告 

（１）日程等 

（２）その他 

  ①平川市学校給食費等助成金交付要綱について 

  ②指導課主催事業内容等の見直しについて 
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１１．会議の大要 

午後１時２７分に教育長が開会を宣言する。会期を１日とし、会議記録署名

委員を前項６のとおり指名する。臨時代理の報告１件、議案１件を審議し

た。 

 

１２．会議の状況 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

中嶋委員 

 

 

 

 

教育長 

 

 

工藤委員 

 

これより令和３年第５回平川市教育委員会を開会いたします。 

案件の説明者は教育委員会事務局長、及び各課長にお願いしま

す。 

会議録記録者には学校教育課の葛西補佐、工藤主事にお願いし

ます。 

委員及び説明者は、発言する際には挙手の上、議長の許可を得

てから発言されますようお願いいたします。 

日程第２、会議録署名委員の決定について議題とします。 

会議規則第２３条に基づき、本委員会の会議録署名者は、１番

加藤委員、５番工藤委員を指名します。 

日程第３、会期の決定について議題とします。本定例会の会期

は、本日１日としたいと思いますが、これにご異議ございませ

んか。 

（異議なし） 

 

異議なしと認め、本定例会の会期は、本日１日と決しました。 

日程第４、教育長報告に入ります。 

（教育長報告の要旨を説明） 

教育長報告の中で、ご質問ありませんか。 

 

５月６日に部長会議があったということで、市長や市の部長が

集まり、市長からの指示や注意があったりするかと思うのです

が、その中で教育委員にも関係することがあれば、次回の会議

からで構わないのでお知らせいただきたいと思います。 

 

次回の会議から、そのようにしたいと思います。他にありませ

んか。 

 

教育長報告では、日程について説明していただいているが、各

日程の内容、たとえば校長会では、このような指示を校長先生
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教育長 

 

工藤委員 

 

 

 

教育長 

 

 

指導課長 

 

 

 

 

工藤委員 

 

教育長 

 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

方に出しましたとか、そのような説明があればよいと思いま

す。 

 

次回から、そのようにしたいと思います。 

 

また、５月２４日午後に予定していた、いじめ防止対策審議会

について急遽取りやめになったということでしたが、どのよう

な経緯であったのでしょうか。 

 

その点については、指導課長より説明させます。指導課長、お

願いします。 

 

いじめ防止対策審議会については、５名の委員のうち出席者が

過半数に満たず、会が成立しないこととなりました。 

このため、１学期中に開催するということで延期といたしまし

た。 

 

わかりました。 

 

他に質問等ありませんか。（一同なし）。それでは日程第５、

議事に入ります。今回は臨時代理の報告１件、議案が１件とな

っております。まず臨時代理の報告について議題とします。本

件については、生涯学習課長に、案件の説明を求めます。 

 

それでは、社会教育委員の委嘱について、ご説明いたします。

平川市社会教育委員につきましては、委員定数１２名以内とな

っております。今回は、資料３ページに記載しております平川

市社会教育委員名簿中、３番の委員について、連合ＰＴＡより

５月１３日付けで推薦状の提出がありましたので、新たに委嘱

するものであります。任期については、令和３年５月１３日か

ら令和４年４月３０日となっております。 

 

本件について何か質問等ございませんか。（一同なし）それで

は、報告第１号は承認することとします。 

続いて議事に入ります。今回は議案が１件となっております。

議案第１４号 平川市学校給食センター運営委員会委員の委嘱
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事務局長 

 

 

 

給食センター

所長 

 

 

 

教育長 

 

中嶋委員 

 

 

 

給食センター

所長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

教育長 

 

加藤委員 

 

 

について議題とします。事務局長に、提案理由と案件の説明を

求めます。 

 

（議案第１４号 平川市学校給食センター運営委員会委員の委

嘱について説明。）詳細は、学校給食センター所長に説明させ

ます。 

 

平川市学校給食センター運営委員会委員については、平川市学

校給食センター設置条例第５条及び同条施行規則第６条にて定

められております。この運営委員会委員の任期満了に伴い、新

たに委員を委嘱するため提案するものであります。 

 

議案第１４号について何か質問等ありませんか。 

 

委員の委嘱については、異議ありません。委員定数１５名以内

となっておりますが、現在の委員数は９名となっております。

今後、増員する予定などはありますか。 

 

現在の９名で足りていると考えており、増員する予定はありま

せん。 

 

他にありませんか。（一同なし）。ないようですので、議案第

１４号については、原案どおりとすることでよろしいでしょう

か。（一同異議なし。） 

それでは、次に各課からの報告に移ります。まずは、学校教育

課日程について質問等ありませんか。 

 

補足説明いたします。５月２７日の校長面談につきましては、

当初５月１２日に予定していたものが、事務の都合上急遽中止

となったため、再度日程調整したものであります。 

 

他に質問等ありませんか。 

 

６月２５日、第６回定例教育委員会とありますが、先ほどの資

料では６月２２日となっていました。正しい日程はどちらでし

ょうか。 
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学校教育課長 

 

教育長 

 

 

指導課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

スポーツ課長 

 

 

 

 

 

 

 

第６回定例教育委員会は、６月２２日となります。 

 

他にありませんか（一同なし）。ないようですので、次に、資

料２ページについて何か質問等ありませんか。 

 

指導課日程について、説明をさせていただきます。５月１１日

の平川市校長会では、お手元に配布しております「新型コロナ

ウイルス感染症に対応した小・中学校における教育活動におけ

るガイドライン」の令和３年５月１１日一部改訂版を、市内学

校長に配布しました。併せて、改訂の概要に関しても説明して

おります。また、「修学旅行実施にかかるガイドライン」の改

訂についても説明したうえ、改訂版については５月１３日に市

内学校長に配布いたしました。 

また、５月２４日に予定しておりましたいじめ問題対策連絡協

議会につきましては、委員への委嘱状交付、教育委員会からの

情報提供、各機関からの情報提供を行いました。 

同日午後に予定しておりましたいじめ防止対策審議会につきま

しては、出席者が定足数に満たないため、延期となっておりま

す。 

その他の事業につきましては、後ほど改めて説明させていただ

きます。 

 

他に質問等ありませんか。（一同なし）ないようですので、次

に３ページから４ページの生涯学習課、平賀図書館の日程につ

いて、質問等ありませんか。（一同なし）ないようですので５

ページ、スポーツ課の報告に移ります。何か質問等ありません

か。スポーツ課長、どうぞ。 

 

補足説明をさせていただきます。５月１９日の体操教室、これ

は軽スポーツ巡回教室というスポーツ推進委員を派遣して実施

している事業ですけれども、キャンセルの連絡があったため中

止となりました。 

また、コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、この軽スポ

ーツ巡回教室事業につきましては、７月末まで停止することと

しました。 



- 6 - 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

給食センター

所長 

 

 

教育長 

 

工藤委員 

 

 

給食センター

所長 

 

 

工藤委員 

 

 

 

教育長 

 

加藤委員 

 

 

 

給食センター

所長 

 

 

 

また、６月２７日に予定しておりましたたけのこマラソン大会

につきましても、実行委員会より中止の旨連絡がありましたの

で報告いたします。 

 

５ページについて、他にありませんか。（一同なし）ないよう

ですので、次に６ページ、学校給食センターの日程について、

質問等ありませんか。 

 

５月１７日に予定されていました、県栄養教諭・学校栄養職員

研修会並びに県学校栄養士協議会定期総会については、中止と

なりましたので補足いたします。 

 

質問等ありませんか。 

 

６月１７日の市内小・中学校ふるさと産品給食の日について、

どのようなメニューなのでしょうか。 

 

資料を確認して、後ほど回答いたします。この企画につきまし

ては、毎年６月が食育月間と定められていることに伴って、実

施しているものとなっております。 

 

せっかく良い企画を行っているので、意識して市・県産品を使

っているということを、児童生徒にもアピールしていけばよい

のではないでしょうか。 

 

他にありませんか。 

 

食材放射能検査というのは、４月はニンジンということであり

ますが、どの食材で実施するなどは決まっているのでしょう

か。 

 

検査につきましては、毎月実施しております。平川市産の食材

で実施するようにしていますが、今の時期はなかなか平川市産

の食材というのが難しく、熊本県産のニンジンで実施したとこ

ろです。５月の放射能検査は、八戸市産のきゅうりで実施しま

した。 



- 7 - 

 

 

教育長 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

指導課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他に質問等ありませんか。（一同なし）それでは、続きまし

て、各課からの報告その他に移ります。 

まず、①平川市学校給食費等助成金交付要綱について、学校教

育課長より説明をお願いいたします。 

 

平川市学校給食費等助成金交付要綱についてご説明いたしま

す。資料７ページから９ページをご覧ください。 

この交付要綱は、昨年も実施いたしました、学校給食費の無償

化に伴う平川市内に住所を有し、市外の小中学校又は特別支援

学校に就学する児童生徒の保護者が負担すべき学校給食費相当

分の経費を、経済的負担を軽減することを目的として市が助成

するために定めた要綱であります。 

内容は昨年度同様となっており、一日当たりの助成額は小学校

が 260円、中学校が 280円となっております。 

年度末に給食が必要となった日数を学校に証明してもらい、申

請書類を提出していただいたうえで保護者へ助成金を交付する

ものであります。 

 

何か質問等ございませんか。（一同なし）ないようですので、

次に②指導課主催事業内容等の見直しについて、指導課長より

説明をお願いいたします。 

 

指導課主催事業（前期：５月から１０月）における内容等の見

直しについて、説明させていただきます。 

現在の青森県内及び弘前保健所管内のコロナウイルス感染状況

を踏まえて、学校が見通しを持って教育活動をおこなえるよう

に内容の見直しをしましたので報告させていただきます。 

考え方としては、密になる場を軽減する、多くの学校間での交

わりを避ける、県外講師についてはオンライン参加とするとい

う基本線を元に見直しを行いました。 

その点を踏まえ、オンライン開催になじまない「カリキュラ

ム・マネジメント」、「イングリッシュキャンプ」について

は、参加人数が少ないこともあり、広い会場を使用する、日程

を短縮するなど、密にならない方向で考えております。 

また、「生徒会サミット」については、生徒による話し合い活



- 8 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

工藤委員 

 

 

指導課長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

中嶋委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導課長 

 

動がメインとなること、多くの参加者・引率者が十分な距離を

保つことができる場所を確保できないこと、様々な学校が集ま

り密を避けられないため、中止を考えているということです。 

「子ども議会」についても、事前研修会での話し合いの場で感

染リスクが高まるということ、児童の送迎等に伴い普段生活を

ともにしていない参加者が集まるということで密が避けられな

いため、中止することとしました。 

 

何か質問等ありませんか。 

 

校長会などで、事業の見直しについて説明したと思いますが、

校長先生方の反応はどうでしたか。 

 

早めに見通しを立てて判断していただければとのことでありま

した。 

「生徒会サミット」「子ども議会」などもそうですが、子ども

たちの負担はもちろん、子どもたちが参加することに関わる教

職員の負担や感染対策も考えながら、研修なども実施していけ

ればということでした。 

 

他にありませんか。 

 

学校間連携事業について、開催したくても集まれないのででき

ない、ではなく、集まれなくても実施できることがあると思っ

ています。 

研究会としてひとつの会場に集まって取り組むことはできない

かもしれませんが、オンライン通信などを利用して学校間で課

題を確認・共有し事業に取り組んでいくことはできるのではな

いでしょうか。 

集まることはできなくても連携事業に取り組むことはできま

す。そこから得られた成果を、紙ベースという形にはとらわれ

ず、目に見える形で残し活かしていっていただきたいと思って

おります。 

 

学校間連携事業については昨年度の取り組みを踏まえて行われ

ます。今年度は集まって授業公開をするというのは中止にしま
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教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

したが、学校間連携事業は行ってまいります。内容としては、

部会ごとにテーマを決めて取り組んでいくことにしております

が、現時点では、どの時期に何回集まれるかということまでは

決まっておりません。 

今後、部会ごとの取り組みにつきましても、情報共有をしてい

きたいと考えております。 

 

他にありませんか。（一同なし）それでは、本日の日程はすべ

て終了となります。 

次回、６月の定例会についてお知らせします。６月の定例会

は、６月２２日午後１時３０分からこの場所で開催することと

します。 

 


